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   公布された規則のあらまし 

○佐賀県獣医師修学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則（規則第３号） 

１ 連帯保証人のうち１人は、県内に住所を有する者でなければならないとする規定を削除することとした。（第４条関係） 

２ この規則は、公布の日から施行することとした。 


